
☆在宅高齢者実態調査
☆災害時の避難行動要支援者
　　支援希望調査
　　　　　 にご協力ください

　
市
で
は
、９
月
か
ら
在
宅
高
齢
者
実
態
調

査
お
よ
び
災
害
時
の
避
難
行
動
要
支
援
者

支
援
希
望
調
査
を
実
施
し
ま
す
。こ
の
調
査

は
、民
生
委
員
を
通
じ
て
行
い
ま
す
の
で
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
地
域
介
護
課
☎

２
１
４
４

調
査
内
容

　
日
常
生
活
の
自
立
度
な
ど
の
調
査

対
　
象

•
70
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方

•
75
歳
以
上
の
方
の
み
の
世
帯

目
　
的

　
高
齢
者
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
で
市
の

施
策
や
民
生
委
員
の
支
援
活
動
に
役
立
て

ま
す
。

　
総
務
課
☎

２
１
１
９

調
査
内
容

　
災
害
時
の
避
難
な
ど
に
支
援
の
希
望
が
あ

る
か
、支
援
の
必
要
が
あ
る
か
な
ど
も
調
査

し
ま
す
。

対
　
象

•
在
宅
高
齢
者
実
態
調
査
に
伺
う
世
帯

•
在
宅
の
障
害
者

目
　
的

　
地
震
、台
風
、大
雨
な
ど
の
災
害
時
に
、被

害
を
受
け
や
す
い
の
は
、自
力
で
避
難
す
る
こ

と
が
困
難
な
高
齢
者
や
障
害
者（
避
難
行
動

要
支
援
者
）で
す
。

　
な
お
、支
援
の
申
請
や
相
談
は
総
務
課
で

も
受
け
付
け
ま
す
。

　
在
宅
の
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
、次
の
ア

か
ら
カ
ま
で
の
要
件
に
該
当
す
る
方
の
中
で

実
際
に
災
害
時
に
自
力
で
避
難
す
る
こ
と
が

困
難
な
方
が
対
象
で
す
。

ア
　
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方
ま
た

は
75
歳
以
上
の
方
の
み
の
世
帯
の
方

イ
　
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
が
１
級
ま

た
は
２
級
の
方（
聴
覚・視
覚・音
声
言

語
機
能
障
害
は
１
級
か
ら
６
級
ま
で
の

方
）

ウ
　
療
育
手
帳
の
障
害
の
程
度
が
Ⓐ
ま
た
は

Ａ
の
方

エ
　
精
神
保
健
福
祉
手
帳
の
障
害
の
程
度
が

１
級
の
方

オ
　
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
が
３
以
上
の

方

カ
　
ア
か
ら
オ
ま
で
に
準
じ
る
状
態
に
あ
る

方
の
う
ち
、支
援
が
必
要
と
判
断
さ
れ

る
方

　
避
難
行
動
要
支
援
者
の
方
か
ら
同
意
を

得
て
、名
簿
を
作
成
し
、民
生
委
員・児
童
委

員
、自
治
会
、自
主
防
災
組
織
、消
防
団
、警

察
な
ど
の
避
難
支
援
関
係
機
関
に
情
報
を

提
供
し
、災
害
時
に
安
否
確
認
や
避
難
の
付

き
添
い
な
ど
を
地
域
で
支
援
す
る
仕
組
み
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。現
在
、１
、２

４
１
人
が
こ
の
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
支
援
を
希
望
す
る
方
は
、原
則
、自
分
で

支
援
を
依
頼
す
る
方
を
隣
近
所
の
方
に
お
願

い
し
て
く
だ
さ
い
。そ
れ
が
難
し
い
方
に
は
、

自
治
会
な
ど
、地
域
で
支
援
体
制
を
と
って
い

た
だ
く
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
そ
の
上
で
災
害
時
の
避
難
場
所
、避
難
方

法
な
ど
を
決
め
て
お
き
ま
す
。避
難
が
必
要

な
災
害
が
起
き
た
と
き
に
は
、避
難
行
動
要

支
援
者
の
安
否
確
認
や
安
全
な
場
所
へ
の
避

難
支
援
を
行
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、災
害
時
に
は
支
援
に
携
わ
る
方

も
自
分
自
身
や
家
族
の
身
の
安
全
を
守
る
こ

と
が
前
提
で
あ
り
、支
援
を
希
望
し
て
い
て

◎
在
宅
高
齢
者
実
態
調
査

◎
災
害
時
の
避
難
行
動

　要
支
援
者
支
援
希
望
調
査

避
難
行
動
要
支
援
者
と
は

支
援
の
取
組

支
援
の
方
法
は

ご
協
力

お
願
い
し
ま
す

も
必
ず
し
も
そ
れ
を
保
証
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、支
援
に
携
わ
る
方
が
法
的
な
責
任

や
義
務
を
負
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
制
度
は
、災
害
が
発
生
し
た
時
、ま
た

は
発
生
し
そ
う
な
時
に
隣
近
所
を
中
心
と
し

た
地
域
の
皆
さ
ん
の
協
力
で
避
難
行
動
要
支

援
者
を
支
え
る
制
度
で
す
。

　
高
齢
化
に
加
え
、隣
近
所
の
つ
な
が
り
が

希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
への
登
録
者
は
、支
援
を
必
要
と
し

て
い
る
方
で
す
。自
力
で
避
難
が
で
き
る
方
に

は
、な
る
べ
く
支
援
を
す
る
役
割
を
担
っ
て
い

た
だ
く
よ
う
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
民
生
委
員・児
童
委
員
に
は
、担
当
地
区

の
対
象
者
へ
制
度
の
説
明
や
申
請
業
務
の
代

行
、避
難
支
援
の
個
別
の
計
画
作
成
な
ど
名

簿
の
作
成
に
係
わ
る
役
割
を
担
って
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。ま
た
、自
治
会
や
自
主
防
災
組
織

に
は
支
援
対
象
者
の
具
体
的
な
支
援
方
法
な

ど
の
検
討
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、他
に
消
防
団
や
社
会
福
祉

協
議
会
、警
察
を
含
め
、関
係
機
関
が
連
携

し
て
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
制
度
の
充
実
の
た
め
、引
き
続
き
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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進
班

☎
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市
役
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☎

２
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広
島
県
で
は
、土
砂
災
害
防
止
法
に
基

づ
く
基
礎
調
査
を
行
い
、「
土
砂
災
害
警

戒
区
域
等
」の
指
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
区
域
指
定
は
、土
砂
災
害
か
ら

人
命
を
守
る
た
め
に
、土
砂
災
害
の
発
生

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
区
域
を
明
ら
か
に

し
、警
戒
避
難
体
制
の
整
備
や一定
行
為

の
制
限
を
行
う
も
の
で
す
。

と
　
き
　
９
月
27
日
㈬
　
19
時
〜

と
こ
ろ
　
玖
波
小
学
校

対
　
象
　
玖
波
小
学
校
区

（
当
日
の
17
時
に
市
内
に
大
雨
な
ど
の
警

報
が
発
令
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、10
月
５

日
㈭
に
延
期
し
ま
す
。）

　
指
定
予
定
区
域
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
で
き
ま
す
。

（「
土
砂
災
害
ポ
ー
タ
ル

ひ
ろ
し
ま
」で
検
索
）

制
度
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に

民
生
委
員・児
童
委
員
、自
治
会
、

自
主
防
災
会
な
ど
関
係
機
関
の

連
携
で
制
度
の
推
進
を
！

避難行動要支援者支援制度のしくみ

連携 連携 連携 連携

自治会・

自主防災会

「支援者」に連絡を取り，支援のお願いをします。

（隣近所の方など）

（障害者・ひとり暮らしの高齢者など）

市役所に災害対策本部設置

民生委員

・児童委員
社協 消防団 警察

避難行動要支援者名簿を活用

支援者

安否確認 避難所までの付き添い

要支援者

避難準備（高齢者等要支援者避難開始）発令

関

係

機

関

大型台風襲来！！ 台風の接近や地震の発生などにより，災害の

発生が予測されるときは，市が災害対策本部

を設置し，警戒にあたります。

災害時に支援の必要なひとり暮らしの高齢者や障

害者等（要支援者）からあらかじめ,支援の希望

と同意を得て作成した，「避難行動要支援者名

簿」を関係機関で共有します。

市から関係機関に連絡し，災害への備えや注

意を促します

「支援者」は「要支援者」の安否確認や避難所

までの付き添いなどの支援を行います。

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の

指
定
に
係
る
説
明
会
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☆在宅高齢者実態調査
☆災害時の避難行動要支援者
　　支援希望調査
　　　　　 にご協力ください
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お
よ
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要
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の
調
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•
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の
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の
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齢
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の
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る
こ
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実
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に
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•
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の
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者

目
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、大
雨
な
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を
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で
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。

　
制
度
の
充
実
の
た
め
、引
き
続
き
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

広
島
県
土
木
建
築
局
土
砂
法
指
定
推
進
担
当

☎
０
８
２‐

５
１
３‐

３
９
４
５

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
廿
日
市
支
所

事
業
調
整・土
砂
法
指
定
推
進
班

☎
０
８
２
９

１
１
４
４

大
竹
市
役
所 

　
土
木
課
☎

２
１
６
４

総
務
課
☎

２
１
１
９

　
広
島
県
で
は
、土
砂
災
害
防
止
法
に
基

づ
く
基
礎
調
査
を
行
い
、「
土
砂
災
害
警

戒
区
域
等
」の
指
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
区
域
指
定
は
、土
砂
災
害
か
ら

人
命
を
守
る
た
め
に
、土
砂
災
害
の
発
生

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
区
域
を
明
ら
か
に

し
、警
戒
避
難
体
制
の
整
備
や一定
行
為

の
制
限
を
行
う
も
の
で
す
。

と
　
き
　
９
月
27
日
㈬
　
19
時
〜

と
こ
ろ
　
玖
波
小
学
校

対
　
象
　
玖
波
小
学
校
区

（
当
日
の
17
時
に
市
内
に
大
雨
な
ど
の
警

報
が
発
令
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、10
月
５

日
㈭
に
延
期
し
ま
す
。）

　
指
定
予
定
区
域
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
で
き
ま
す
。

（「
土
砂
災
害
ポ
ー
タ
ル

ひ
ろ
し
ま
」で
検
索
）

制
度
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に

民
生
委
員・児
童
委
員
、自
治
会
、

自
主
防
災
会
な
ど
関
係
機
関
の

連
携
で
制
度
の
推
進
を
！

避難行動要支援者支援制度のしくみ

連携 連携 連携 連携

自治会・

自主防災会

「支援者」に連絡を取り，支援のお願いをします。

（隣近所の方など）

（障害者・ひとり暮らしの高齢者など）

市役所に災害対策本部設置

民生委員

・児童委員
社協 消防団 警察

避難行動要支援者名簿を活用

支援者

安否確認 避難所までの付き添い

要支援者

避難準備（高齢者等要支援者避難開始）発令

関

係

機

関

大型台風襲来！！ 台風の接近や地震の発生などにより，災害の

発生が予測されるときは，市が災害対策本部

を設置し，警戒にあたります。

災害時に支援の必要なひとり暮らしの高齢者や障

害者等（要支援者）からあらかじめ,支援の希望

と同意を得て作成した，「避難行動要支援者名

簿」を関係機関で共有します。

市から関係機関に連絡し，災害への備えや注

意を促します

「支援者」は「要支援者」の安否確認や避難所

までの付き添いなどの支援を行います。

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の

指
定
に
係
る
説
明
会
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